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相談種類 曜日（祝日除） 時間 相談場所 連絡先
住民相談（弁護士等が
相談を受けます） 第 1・3 木曜 13：00 ～ 17：00 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）

司法書士相談 第 3 火曜 10：00 ～ 12：00 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）
行政書士相談 奇数月第 4 水曜 10：00 ～ 16：00 役場1階住民相談室（受付:ロビー） 総務課（内線 404・405）
女性相談 第 2・4 金曜 11：00 ～ 15：30 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）

外国人生活相談 ①毎週月曜
②毎週木曜

① 10：00 ～ 13：00
② 13：00 ～ 16：00

ふじみの国際交流センター
( ☎相談は 269-6450） 総務課（内線 404・405）

内職相談 毎週水曜 10：00 ～ 16：00 役場 2 階内職相談室 内職相談室（内線 292）

消費生活相談 ①毎週月・火 ･ 金曜
②毎週水・木曜 10：00 ～ 16：00 ①役場 2 階消費生活相談室

②観光産業課
①消費生活相談室（内線 292）
②観光産業課（内線 214）

子育て相談 毎週月～金曜 随時受付 各保育所・子育て支援センター
第 2 保育所☎ 258-6858
第 3 保育所☎ 258-9961
子育て支援センター☎ 258-5106

こども家庭何でも相談 毎週月～金曜 9：00 ～ 17：00 役場 1 階こども支援課 こども支援課☎ 258-0055

教育相談 毎週月～金曜 10:00 ～ 16：00 総合体育館 4 階教育相談室
電話相談は☎ 274-1023 学校教育課（内線 522）

大人の健康相談 第 3 木曜 9：00 ～ 15：30 保健センター（要予約） 保健センター☎ 258-1236

こころの健康相談 第 2 火曜 14：00 ～ 16：00 地域生活支援センター（要予約） 福祉課障がい者支援係
（内線 176 ～ 178）

高齢者相談
（介護・認知症相談）

①月～金曜
②月～土曜
③火～土曜

① 8：30 ～ 17：15
②･③9：00～17：00

①地域包括支援センター
②みずほ苑
③はなまる

①地域包括支援センター（内線188･189）
②みずほ苑☎ 258-9488
③はなまる☎ 258-7067

リハビリ相談
(65 歳以上対象 ) 第 2 水曜 10：00 ～ 12：00 藤久保公民館 2 階図書室（要予約） 地域包括支援センター

（内線 188・189）
福祉・生活相談
生活なんでも相談 毎週月～金曜 8：30 ～ 17：15 社会福祉協議会 社会福祉協議会☎ 258-0122

不動産相談 第 3 水曜 13：00 ～ 16：00 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 238）
マンション管理相談 第 3 月曜 13：30 ～ 16：30 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 238）

庁舎内 FAX番号内訳表
フロア 内線番号 FAX番号

1階
120～ 138 274-1050
140 ～ 158 274-1101
上記以外の 100番台 274-1051

2 階 242～ 256 274-1053
上記以外の 200番台 274-1052

4 階 300～ 424 274-1054
上記以外の 400番台 274-1055

5 階 500番台 274-1056
6 階 600番台 274-1057無料相談

問住民課住民係 内 142 ～ 146

INFORMATION

11 月の土曜開庁は2日です ゆずります
ゆずってください

モノを買う前、捨てる前に、ぜひご利用
ください。モノを長く大切につかって、
節約やごみの減量に取り組みましょう。
▶�ゆずります
➊ＬＰ、カセット、ラジオ付のコロンビ
ア製ステレオ➋介護用ポータブルトイレ

（未使用）➌ 2 ドア冷蔵庫

①チャイルドシート
問環境課環境対策係内 216・217

▶�ゆずってください

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告
において全額が社会保険料控除の対象となり
ます。その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日ま
でに納付した保険料が対象です。この社会保
険料控除を受けるためには、支払ったことを
証明する書類の添付が義務付けられていま
す。このため、平成 25 年 1 月 1 日から 9
月 30 日までの間に国民年金保険料を納付さ
れた人については、「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」が本年 11 月上旬に日
本年金機構本部から送付されますので、年末
調整や確定申告の際には必ずこの証明書（ま
たは領収証書）を添付してください。
　また、10 月 1 日から 12 月 31 日までの
間に今年はじめて国民年金保険料を納付され
た人については、来年の２月上旬に送付され
ます。なお、ご家族の国民年金保険料を納付
された場合も、ご本人の社会保険料控除に加
えることができますので、ご家族あてに送ら
れた控除証明書を添付のうえ申告してくださ
い。「社会保険料（国民年金保険料）控除証
明書」についてのご照会は、控除証明書のハ
ガキに表示されている年金事務所へお問い合
わせください。
問 住民課保険年金係内 156

「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が発行されます町では毎月第１土曜日を役場（本庁）の

住民・福祉・税務などの一部窓口と各出
張所を開庁していますので、ぜひご活用
ください。本庁、出張所ともに午前８時
30 分から正午まで開庁しています。

国土交通省により全国各地において「平
成 25 年住生活総合調査」を行います。
この調査は、住生活基本法に基づく住生
活の安定・向上に係る総合的な施策を推
進する上で必要となる基礎資料を得るた
めに、居住環境を含めた住生活全般に関
する実態や居住者の意向・満足度等を総
合的に調査するもので、５年ごとに実施
するものです。今回は、10 月に実施さ
れた住宅・土地統計調査（総務省）に御
回答いただいた世帯の中から一部を抽出
し、全国で約 9 万 2 千世帯を対象に行
いますが、三芳町では、一定の抽出方法
により無作為抽出した 128 世帯に調査
をお願いすることとなっています。11
月 21 日から 12 月 10 日までの間、統
計調査員証を持った調査員が、対象と
なった世帯を訪問いたしますので、再度、
調査をお願いする皆さんには重ねてお手
数をおかけすることとなりますが、御協
力をお願いいたします。
問 都市計画課開発建築係内 236･237
　 埼玉県総務部統計課人口統計担当☎ 048-830-2314

平成 25年住生活総合調査に
ご協力ください

平成25年分
年末調整説明会を開催

川越税務署では、管内の源泉徴収義務者
を対象に平成 25 年分源泉所得税の年末
調整説明会を開催します。

開催月日 開催場所 開催時間
11 月 18 日㈪ 坂戸市文化会館 坂戸市元町 17-1  14:00

　 ～

 16:00

11 月 19 日㈫ 三芳町文化会館
「コピスみよし」

三芳町藤久保
1100-1

11 月 21 日㈭ 川越市市民会館 川越市郭町 1-18-7
問 川越税務署　☎ 235-9411

ストップ！滞納
11月～ 1月は滞納整理強化月間

町税は、私たちが安心して暮らしていくため
の貴重な財源であり、定められた期限 ( 納期
限）までに自主的に納めていただくもので
す。しかしながら、大多数の人が納期限に納
付されている一方、一部では税を滞納する人
もいるのが現状です。そこで、税負担の公平
化と税収入の確保を図るため、県内 63 市町
村と埼玉県では「滞納整理強化月間」を定め、
集中的に徴収対策を行っていきます。町でも
11 ～ 1 月の期間中、特に、悪質な滞納に対
する差押えなどの処分を中心に、町税滞納解
消に向けた取組みを強化します。町税等は、
期限内納付にご協力をお願いします。
問 税務課収税係内 122 ～ 125

税を考える週間�11/11 ㈪～ 11/17 ㈰
テーマ「税の役割と税務署の仕事」

「税の役割と税務署の仕事」をテーマと
して、税の役割や適正・公平な課税と徴
収の実現に向けた ICT 化、国際化に対
する諸施策について紹介します。

【税に関する情報】国税局 https.www.nta.go.jp/
【e-Tax 情報】 http.www.e-tax.nta.go.jp/
【e-Tax 操作】☎ 0570-01-5901

無料調停手続き相談

民事 ( 交通事故、土地 ･ 建物、金銭、近隣など）
家事 ( 夫婦、親子、相続など）に関する相談※予約不要
▶ 開催日　11 月 15 日㈮　10:30 ～ 15:30
▶ 会場　川越駅東口アトレ６階コミニティールーム A
問 埼玉調停協会連合☎ 048-862-6708
　（月 ･ 水 ･ 金 10:00 ～ 16:00、土日祝日除く）


